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衆
議
院
議
員
橫
田
甚
太
郞
君
提
出｢

占
領
余
り
に
長
し｣
と
い
ら
だ
つ
日
本
人
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁

書
を
送
付
す
る
。 
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二
月
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原 
喜 
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郞 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

吉 
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茂 

一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
橫
田
甚
太
郞
君
提
出｢

占
領
余
り
に
長
し｣

と
い
ら
だ
つ
日
本
人
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る 

答
弁
書 

一 

講
和
の
遅
延
は
、
国
際
情
勢
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
民
主
主
義
諸
国
が
講
和
促
進
の
た
め
努
力
し
て
い
る
こ
と
は
、
周

知
の
と
お
り
で
あ
る
。 

二 

日
本
は
占
領
下
に
あ
る
が
、
日
本
人
は
捕
虜
で
は
な
い
。 

三 

世
界
人
権
宣
言
は
、
国
際
連
合
第
三
回
総
会
で
採
択
さ
れ
た
が
、
国
際
連
合
加
盟
国
中
ソ
ヴ
イ
エ
ト
連
邦
そ
の
他
の
共

産
主
義
国
だ
け
は
、
表
決
の
際
棄
権
し
て
こ
の
宣
言
に
参
加
し
て
い
な
い
。
日
本
は
、
も
と
よ
り
こ
れ
に
参
加
し
て
い
な

い
が
、
そ
の
精
神
は
わ
が
憲
法
に
も
十
分
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。 

四 

日
本
が
降
伏
し
た
動
機
に
つ
い
て
は
、
答
弁
の
限
り
で
な
い
。
そ
の
他
質
問
の
前
提
と
し
て
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
所

見
を
異
に
す
る
が
、
民
心
を

靜
に
す
る
た
め
に
は
、
国
内
の
治
安
を
確
保
す
る
こ
と
が
最
も
大
切
で
あ
る
と
考
え
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




